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本稿は1995年 8月 7日 から10日 にかけて北京で開催された「東アジア経済近代化学術座談会」

に提出した報告「近現代中国の農業問題と土地改革………中国近現代農業の小商品生産段階説

について」と、その後の筆者の若干の補充、訂正を合わせたものである。座談会の報告を第一

部とし、補充部分を第二部とする。内容の上で少 し重複するところや矛盾するところがあるが

勘弁されたい。なお第一部は日頭での報告の便宜 も意図していたため注の付け方が不統一であっ

た。本稿では注の付け方を第二部にそろえ、注の内容について一部修正、付加、省略 した。 し

かし本文については明らかな誤植を除いて訂正 していない。読みにくい文章をあわせて了承さ

れたい。

第一部

はじめに

近現代中国農民が農奴なのか小ブルジョヮなのかそれとも半プロレタリアなのかという階級

的本質規定をめぐる論争やその経営の性格が自給的か商業的かをめぐって、また零細な経営規

模が生産の栓桔となっているか否かという見解の対立が現れた時は、同時に中国社会がその進

路をめぐって重大な岐路に立っているときであった。この論争は大きく言って三度あった。第

一回目は1920年代後半から1940年代にいたる中国革命の路線をめぐる論争、新民主主義革命論、

土地革命の階級路線の形成期である。第二回日は1950年代前半の社会主義への移行期における

「過渡期の総路線」をめぐる論争の一環を構成 した、「個体経済」すなわち農民経営の現状把

握に関するものである。そして第二回日は1980年代に始まる人民公社の解体によって復活 した

小経営、「家庭聯産承包責任制」下の家族農業の動向に関するものである。あえて言えば第一

回目の論争は土地改革に対する敵と味方の判別をするための農民層内部の階級区分がその焦点

であり、第二回日は中農化 した農村における農民経営の小商品生産段階の有無がその焦点であ

り、第二回目は零細 0分散 0錯圃制と農村工業化のなかでの小経営農業生産力の発展方向がそ

の焦点である。小経営をめぐる焦点が、階級→所有→生産力と移動 してきた歴史ともいえるの

である。

本報告は、この三つの段階において小農民・ 小経営がどのように認識されていたかについて

の初歩的な整理の試みである°
。



吉 田 法 一

I 農業にお.け る小経営、単純小商品生産、近代的小商品生産についての若干の説明
②

(1)小経営生産様式………「労働過程の側面が小規模生産、社会的側面 (生産関係の側面 )

が自分の労働にもとづく私有である。」
0

9)単純小商品生産………「小商品生産とは小経営が商品生産化 したものであり、一般的に

は単純商品経済、W一 G一 Wである。………たんなる余剰販売だけでなく、交換を目的として

いる場合も多い。しかしその商品生産の目的は生活や生産に必要な物資の獲得、使用価値の獲

得である。」
°

(0 近代的小商品生産………「小商品生産が剰余価値を目的とするようになった場合、形式

的にはG一 W一 G' となる。つまり直接的生産過程は小経営であるが、剰余価値生産という点

では資本主義と同じ性格をもつようになる。これを近代的小商品生産と規定 しよう。近代的小

商品生産は、単純小商品生産が流通過程をつ うじて資本主義に結びつけられた場合に成立す

る」
0、
「小経営であるかぎり、生活維持が基本的欲求であるから剰余価値生産の性格は副次的 0

部分的であり、小経営全体としては自給的部分、単純小商品生産が優勢であるのが一般的であ

る。」
lel

Ⅱ 中国土地改革における「階級路線 (区分)」 と、農村における商品経済の発展との関係に

ついて

(1)現代中国の土地改革において、その対象であった地主制の封建的性質を否定 し、代わ り

に前近代的中間的地主制を設定した場合に土地改革史はどのように考えられるのか。このよう

な視点からの初歩的な考察を、報告者は「近現代中国の土地変革」で初歩的に試みたので 0、

このシンポジウムでは土地改革に決起 した側の農民についての再検討を行いたい。この場合の

視点は小経営生産様式の世界市場への包摂に関する、中村氏の上記 Iである。

(2)土地改革における「階級区分」について

董志凱氏は「関干我国土地闘争中的劃階級問題」のなかで、「回顧歴史、在二十余年的土地

闘争中、農村階級劃分標準演変的総趨勢是由政治、経済、歴史等多元標準向以剥削関係為主的

一元標準転化、由篭絡地考察有無剥削発展到具体地分析剥削的時間、性質和数量。這個演変導

致土地改革中分清了敵我友、縮小了打撃面。」
°と述べている。最近相次いで出版されている中

国土地改革史の著作においてもこの見方は共通 しているようである。

地主、富農、中農、貧農、雇農という階級区分が直接にはレーニンの「農民層分解論」に依

拠 していることはあきらかであるが、この農民層の両極分解論は農業における資本主義的生産

関係が、ブルジョワジーとプロレタリアー トの形成が過大に評価されやすい傾向を持っている

と思われる。この過大評価とは、二つの点に表れている。一つは、レーニン自身によって『社

会民主党の農業綱領』0で述べられているところの発展の「方向」と「時期」に関してである。

二つは、本来農業における資本主義の発展は農民層の両極分解をおし進めるはずなのに、半

殖民地半封建中国においては帝国主義と封建地主の二重の収奪によって両極分解が歪曲され、

農業ブルジョワジーの形成が阻止されるため、農村では大量の半プロンタリアー トが蓄積され

る、とする「中国農村派」以来の階級分析についてである。そこでは例えば「農村人口の七〇

パーセントが貧農と雇農であった。土地所有の状況についていえば、農村人口の一〇パーセン

トにも満たない地主と富農が土地の約七〇～八〇パーセントをしめていた。それに反 して、農

村人口の九〇パーセントをしめる貧農、雇農、中農その他の勤労人民は合計二〇～三〇パーセ
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ント程度の土地をもつにすぎなかった。」⑩あるいは中農は戸数で20%、 所有土地で15～ 20%に

すぎないという数値が、「本来100%を 占めていた中農が分解の結果わずかに20%弱 となって

しまった」と、暗黙のうちに評価されていたのではなかろうか。これが近代における農民層分

解の結果であるとすれば、分解は基本的には完了したこととなり、中国農村はすでに根底から

近代的変革を被っており、貧雇農は十三分に近代的プロレタリアートの資質を持つ階級である

こととなる。

しかし、中国の貧雇農たちは、現実の土地革命では農民として、小経営者として、小土地所

有者として行動した。この理由をロシアの場合のように封建的土地所有の強固な残存に求める

ことは、中国地主制の非封建的 0中間的地主制説に従う本報告の立場では、できない。小経営

生産様式論の立場からは、事態は逆に近代的小商品生産への転化 0中農化にいたる過程がなお

初歩的に進行し始めた段階としてみることができようm。 _つ めが方向は正しいが時期が間違っ

ているとすれば、二つめは方向が間違っている、といえよう。中国土地革命において特徴的で

あった「平分土地」という農民の自然発生的要求の中に中国の貧雇農の階級的本質―前小ブル

ジョワ的・ 小ブルジョヮ的性格を発見することができる。すなわち彼らは「封建」地主と 日日」

富農の土地・ 財産を没収するだけでなく、富裕中農のそれらをも含む農村の富者一般の財産を

没収、平等分配の対象とすることを要求したのである。「財産は罪行の産物だという通念………

が貧しい農民には特に根強かった」・ ことは、彼らが小所有者ではあるが、小ブルジョヮ以前
の性格もなお保持していたことを示している。中華人民共和国が成立して以後の1950年 の土地

改革法では貧農団の組織化が否定されたのはうなずけることである。

なお、土地改革の階級区分において多元的基準から剥削関係という一元的基準への発展がみ

られたとする点については、再考すべき問題であろう。1950年の「農村の階級構成要素の区分
に関する政務院の決定」は「土地改革法」の実施細則にあたるものであり、具体的で適切な

「政務院補充決定」が追加されている。しかし、1933年の「土地闘争における若干の問題に関

する決定」以来の階級基準が継承されており、この決定は地主と富農の規定を剥削関係に、す

なわち地主は「封建的地代」の剥削に、富農は賃労働の剥削にのみもとめてはいない。141富 農
と地主との区別の実際の基準は自ら農耕労働に従事するか否かという点に求められている。

「富農自己労働 ;地主自己不労働、或只有付帯労働。故労働是区別富農興地主的主要標準。」的そ

れ故明らかに賃労働を搾取する典型的な富農が逆に地主 (封建的地主)に判定されるのである。

「因此対於那種只雇長工耕種、没有他地租債利等剥削、自己負指揮生産之責、但不親身従事主

要労働者、働照地主待遇。」m lplつ いで家族人口あたりの収入額すなわち生活 レベルという消
費基準が採用されている。例えば、地主と富農の区分では、「在特別情形下、須有不同的処置。
………是大而家中有人参加生産者。例如有人剥削地租債利的数量復大、如収租百担以上、或放

債大洋千元以上、而家中人口不多、消費不大、則雖這家有人毎年従事四個月以上的主要労働、

働是地主、不是富農。但如人口甚多、消費甚大、則雖有百担租或千元債、只要有人従事主要労

働、則応照富農待遇。」∞また、富農と中農との区分においても、「凡経常雇請両個長工、或有
其他剥削、其剥削分量的総和相当於雇請両個長工以上者、一般可以算為富農。但家庭消費人口

多、生活並不富裕者、例不応算為富農」m。 土地改革の階級区分では、剥削の種類 (生産関係)

以外に、労働の有無という勤労原理と生活水準という消費原理が貫徹していたのである。これ
は農村における経済関係が「封建的」土地所有制と資本主義的商品経済に純化していなかうた
こと、すなわち農民層分解がなお弱体であったことの現れであり、その農民の意識への反映な
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のである。そしてこのことは近現代中国における資本による農業の包摂、小経営の近代的小商

品生産への転換の具体的内容についての一層の分析を迫るものである。ただ、中国共産党が19

20年代以来の土地改革において、この問題を実践的にあるいは経験的に解決 していたことは、

高 く評価されるべきであろう。土地改革の実際の経験とその1949年以後の理論化との間に食い

違いが生 じたと思われるのである。大胆に言えば、この相違の理論的原因はレーニンの『 ロシ

アにおける資本主義の発展』における両極分解論の導入であり、現実的土台は1950年代の社会

主義への急速な移行が、農民のとりわけ下層農民の「革命性」を求めたことにあろう。

Ⅲ 50年代前半の「過渡期の経済法則」論争と小商品生産

(1)1949年から1952年の「国民経済回復期」と、1953年に始まる第一次五ケ年計画期の期間

:こ 、とりわけ1953年から56年にかけて、この間の多様なウクラー ド (国営経済、合作社経済、

農民と手工業者の「個体経済」、私的資本主義経済、国家資本主義)の相互の関連 と発展方向

をどうみるかについて、自熱した論争がたたかわれた。この論争の歴史的意義は1949年 の人民

政協の「協同綱領」に由来する「新民主主義経済」的合意を、1953年末に突如開始された「社

会主義への過渡期の総路線」に転轍することにあったと思われる。

「協同綱領」の第二条には「有歩瞭地将封建半封建的土地所有制改変為農民的土地所有制、

保護国家的公共財産和合作社的財産、保護工人、農民、小資産階級和民族資産階級的経済利益

及其私有財産、発展新民主主義的人民経済、穏歩地変農業国為工業国」
mと 述べ られており、

多ウクラー ド的工業化の展望が示されていた。この見通 しのもとでは、当然農業における小農

民経営も長期に存続するものとみなされた0。 少なくとも農業集団化は工業化の後になるはず

であった。しかし、「過渡期の総路線」は資本主義と社会主義との対立による急速な社会主義

への移行をめざしていた。新民主主義という時代規定は、社会主義への過渡期 と変更された。

新民主主義経済は独自の経済法則をもたず、社会主義が資本主義に勝利する間のみ続 く過渡的

な戦場とされた。この結果多ウクラー ド的工業化は社会主義的工業化にかわり、農業集団化は

工業化に先行 し、機械化無 しでの集団化がめざされることとなったのである。

土地改革によって中農化 した農村では、農民層分解が不可避的に進行する、しかも徹底的に

地主制が消滅させられた農村ではもっとも急速に資本主義が発展するであろう、農民は資本主

義と社会主義との十字路に立っているのだという、「危機意識」が形成された。再び階級闘争

によつてこの危機は克服されねばならなかった。中農は上層と下層とに区分され、また土地改

革以前の階級区分によって新旧中農に再分割されたのである。貧農と新中農のうちの下層中農

と旧中農のうちの下層中農とが集団化の主体とされたのである。

υ)こ の論争の一方の旗手は工学文氏である。その小経営に関する論点はほぼ二つに集約さ

れよう。第一は小経営すなわち「個体経済」に独自の経済法則を認めることである。この法則

とは「用初歩提高生産技術的弁法、努力発展生産改進、来供給自己興市場増長的物質的和文化

的需要」である。なお同様な立場をとる魯南氏は「在落後的技術基礎上、用自己労働的弁法、

保証満足自己生活的需要。這個法則決定了個体経済発展的基本特徴。」
mと して、生産の目的か

ら市場を削除 しているが、これは単純小商品の定義としては妥当だが、近代的小商品生産の特

徴に関 しては王氏の規定の方が正 しいであろう。

第二は50年代前半期の中国農民に小商品生産者という規定を与えるかどうか、という発展段

階に関する点である。
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小農経済は小商品経済と自給生産とから構成されており、理論的部面では、価値法則は小商

品経済部分にのみ貫徹 しており、自給自足部分にたいして影響を与えてはいるが支配すること

はできないから、小農経済の経済法則を価値法則と規定することはできない。また実際上でも、

土地改革以後中農化 した農民生活では、食料の消費が増加 して余剰食糧の販売は減少 し、商品

化率は低下 した。1954年の糧食の商品化率は四分の一に達 しない。すなわち、50年代前半の中

国農業は「分散 した一種の半自給経済」である。)

(3)多 くの批判者たちは全面的に王氏の見解を否定 した。その主張の核心は当該時期の個体

経済は小商品経済であり、小商品経済の経済法則は価値法則である、価値法則は資本主義にも

共通する商品経済の一般法則であって、それゆえ小商品経済は独自の経済法則をもたず、資本

主義や社会主義のように独立に存在できる生産様式ではない、とするものであった。ここでは

最 も総合的な批判を行っている関夢覚氏の主張を紹介する。

まず小商品経済の定義について王氏を批判する。自然経済と小商品経済という「這両個範疇

並不適合於用来区分同一的農民小商品経済中的商品生産部分与自己消費的部分。我個只能説、

小商品生産者農民、其生産和産品可以区分為供出売的部分和自己消費的部分、即区分為商品的

部分和自給的部分、而並不能像王学文同志那様、認為在同一的小農経済中既包含着商品経済、

又包含着自然経済。」
@)つ いで、この販売部分と自己消費部分の単なる大小によって小農経済が

自然経済か商品経済かを決定するのは、「機械的、形式的看法」である。過渡期の中国では自

給的生産が商品生産に従属 しており、商品生産の比率は小さいけれども小農経済の生産と生活

に大きな、決定的な影響を与えている。「小農経済中的商品部分和自給部分的矛盾統一中、商

品生産是矛盾的主要方面、発展的方面」であるがゆえに、それは小商品生産である、と規定す

ることができる。

ついで、小農経済を「半自給自足的生産とか自然経済より小商品経済への過渡的形式」 と規

定することの実践的意味について以下のように批判 している。それは第一に農民の階級分化を

軽視 し、農民のとりわけ富裕中農の「自発的資本主義傾向」を軽視するものであり、第二に労

農同盟 (工農聯盟)に疑間をさしはさむものである。すなわち、工農聯盟は「城市和郷村之間

的商業結合和生産結合作為自己的経済紐帯的」としており、小商品経済を否定することはこの

紐帯を弱め、農村の都市からの独立が可能であり、プロレタリアー トの指導が不必要である、

という誤った考え方をうみだすこととなる。結果として王氏は「不知不覚地忽視了我国過渡時

期工農聯盟的反対資本主義、建設社会主義的性質」のである。

この点については、孟氣氏はもっと象徴的に表現 している。「我個不是一般地争論什座是個

体経済、而是争論我国過渡時期的個体経済到底是以自然経済為其特徴形態、或者是以小商品経

済為其特徴形態的問題」かつまり社会主義は自然経済の上には建設できないことは自明であり、

現在が社会主義への過渡期であるならば、小農経済は小商品経済でなければならないのである。

この点で王氏が合作社経済の記述について、論争の発端となった自己の最初の文章が「過渡期

の総路線」発表以前に出されたものであると釈明 しているのは、この論争の現実的背景を示唆

している。4)。

関氏は最後に小商品経済の経済法則が価値法則のみであることを再度確認 した後、この価値

法則は「 自発的」に小商品生産者の両極分化を促進するとともに、「作為姑在十字路口的経済、

………官同時還受社会主義的経済規律 (社会主義基本経済規律和国民経済有計画的、按比例的

発展規律)和資本主義的経済規律 (剰余価値規律、競争和生産無政府状態的規律等)的双重影
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響」
6)。

資本主義と小農経済とは、その性質が異なるとはいえ、生産手段の私有制 という同 じ

基礎の上に立っており、剰余価値法則と価値法則は「一脈相通 じており」、小農経済は時時刻々

と資本主義を生み出している、と主張している。なお、工学文氏への他の批判者の論点に多 く

共通 しているのは、農民を労働者としての側面と小所有者との側面とに三分割 し、前者は社会

主義への積極性、後者を資本主義への自発性と結び付けて、相互に対立するものとする発想で

ある。生産物の販売者、経営者としての性格はこの場合には所有者的側面に包含されて理解 さ

れている。たしかに土地改革後の農民は自己の経営地の所有者であったが、小経営は他人の土

地の上でも、すなわち土地改革以前の地主制の下でも成立 していたのであり、今日においても

成立 しているのである。そしてこの場合は自己の独立 した労働に由来するものである。小経営

の場合には生産物の取得、販売という小商品生産者的側面は所有ではなく独立労働に由来する

と考えるべきである。農民は労働者であるがゆえに小商品生産者なのであり、もしも小経営が

自発的に資本主義に向かうものとすれば、それは第一にかれの労働者的側面に由来するもので

ある。二重性論は誤りであろう。土地改革後の農業の発展の原動力は農民自身の生産への積極

性であったが、この生産積極性は個体経済的積極性と互助合作的積極性とに区分され、これが

農民 (と くに中農)の 自己が労働者でありヽまた私有者であるという二重性の反映であるとす

る理解は、今日でも例えば許族新氏の1982年出版の『 中国国民経済的変革』においても引き続

き維持されている°°
。しかし今日からみれば、合作への積極性もまた自己の経営の存在を前提

にしたものであって、やはり個体経済的積極性に含まれるものであった。自己のためとともに

同様に他者のために働 く人間類型は、社会主義も資本主義 もまだこの世に作りだしてはいない

のである。この二重性という発想は農民の上層ほど所有者的、資本主義的傾向が強く下層ほど

労働者的、社会主義的傾向が強い、というように農民層を再び階級区分する根拠となるととも

に、基本的には中農化 した農村のあらゆる小経営の内部に、社会主義と資本主義との二つの道

の対立を導入する通路の役割をはたしたのである。「個体経済」の経済法則を小商品生産、価

値法則一般に還元することの問題点は、それが濃厚な自給生産部分を捨象するか らではなく

(こ の際には具体的な商品化の程度、剰余労働と必要労働の分割の程度を調査すればよいので

あって、小商品生産という定義の次元とは直接には関係がない)、 「供給自己与市場増長的物

質的文化的需要」という個体経済を「個体」経済たらしめるもの、商品生産部分と自給生産部

分とを結合 して一つの経営体たらしめるもの、自己と家族の直接的再生産という小経営の本質

に対する軽視をもたらしたからである°つ。農業小経営を「個体労働者所有制」とよぶ ことは、

この軽視の象徴的あらわれである。そして人民公社の解体によって小経営が全面的に復活 した

90年代でもなお農民は「農業労働者階層」とよばれることがあるのである。

この論争の批判者側のもう一つの問題点は農業小経営の生産力に関する問題、「用初歩提高

生産技術的弁法、努力生産改進生産」についてである。王氏の批判者たちが口を揃えてこの可

能性を否定 したのは、今日からみて驚くべきことであった。孟氣、蘇星、朱立基氏等は小経営

はその内部に分業を含まず、単純再生産を行うのみであって、最終的に貧困から抜け出すこと

ができない、まして日増 しに拡大する社会の需要に答えることはできない、という小経営の定

義的観点からの批判を展開した。孫暁郵、粛鴻麟、曹錫光氏等は「我国農業的社会主義改造的

若干政策的客観依拠問題」においてもう少し現実的に事態をとらえてはいた。「事実上小農経

済在精耕細作、合理施肥等上面、也還有潜力可以発掘、也還能在一定程度上提高単位面積産

量」0)と 述べていたのであるが、しかしまた他方で、53、 54年の、回復期に比較 した場合の農
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業成長率の「鈍化」はすでに小経営の成長の限界を示すものだとしたのである。

「協同綱領」と富農経営を保存した土地改革法のもとで十分に解放されるはずであった小経

営生産力はほぼ革命前の最高水準に到達したとたんに、突如その未来を否定されてしまったの

である。この事情が小経営にたいする認識をゆがめた真の原因であった。

Ⅳ 家庭聯産承包責任制下の小経営

(1)土地の村民集体所有制の特質について。1986年制定の「中華人民共和国土地管理法」第

八条は次のように述べている。D。
「集体所有的土地依照法律属干村民集体所有、由村農業生産

合作社等農業集体経済組織或者村民委員会経営、管理。己経属干郷 (鎮 )農民集体経済組織所

有的、可以属干郷 (鎮)農民集体所有。村農民集体所有的土地巳経分別属干村内両個以上農業

集体経済組織所有的、可以属干各該農業集体経済組織的農民集体所有。」

この条文の集体所有の範囲はたいそう曖昧であるが、多くの土地は村民集体所有であり、そ

の経営と管理は村民委員会のもとにあろうと思われる。村民委員会は1993年 で全国に802352個

あり、郷村戸数は22983.8万 戸、同人口は91333.5万 人であり、自然村を365万 とすると00、 1村

民委員会は4.5個の自然村、286戸、1138人で構成されていることになる。(・)つ いでに 1自然村

当たりでは63戸、250人 となる。この村民委員会は「村民による自治組織であり、その首長に

当たる主任 (村長)は村民会議によって直接に選出されなければならず、また村民委員会は村

民会議に責任を負いながら、郷人民政府の業務遂行に協力することとされている。」「行政村
レベルにおいては、党支部、村民委員会および経済合作社が設置されている。そのうち、党支

部は、政治組織の基礎単位として以前からもあり、………村民委員会は、以前の生産大隊から

変身したものだが、内部構造が殆ど変わっておらず、………新しい組織と言えるものは村経済

連合社のみである。それは、生産大隊の経営管理機能に取って代わって、村所有の集団企業の

直接的経営を遂行すると同時に、農業機械、病虫害、潅漑管理等のサービス組織を管轄 し、そ

れらの組織活動を通して個別農業経営や農家合作経済の経営管理に問接的に介入する。………

しかし実際には、この三つの組織は独自的に存在し各々機能しているわけではない。農民達が

三者の関係を「三塊牌子一個門、説了算的還是那個人」と言っているように、」「党支部は依

然として中心的な位置を占めながら、村民委員会と一体化し、経済合作社という管理組織を通
して、域内の村営企業および戸別経営の農業に対する統一的管理業務を担って」いる。@)

しかし村経済連合社はすべての行政村内に設置されているわけではない。「70%前後の村

(小組)が集団経済組織を設置しているものの、そのうちの80。77%は村民委員会 (小組)と 集
団経済組織が合体したもの (「政社合一」………)だという (………)。 おそらく名ばかりの

集団経済組織が多いのであろう。」0め。以上の厳善平及び小林弘二両氏の研究にしたがえば、人

民公社の政社合―は制度的には、郷レベルでは解体されたが、村レベルでは、制度的にも実質

的にも解体されていない、と考えても誤りはなかろう。

ところで、村民集体所有制の主体、所有者の範囲はどうなっているのであろうか。人民公社
時代には、三級所有制のもとで一番下部の生産隊が基本核算単位であり、土地所有の主体は生
産隊であると日本ではみなされてきた。核算単位が土地所有単位であるとすると、1979年 を例
としてとりあげれば、人民公社は53348、 人民公社核算はそのうち54、 生産大隊は69。 9万、生産

大隊核算は51767、 生産隊は515。4万、生産隊核算は501.4万である0)。 農村の土地はほぼ500万個
の生産隊に帰属 していたであろう。ところが政社分離後の村民委員会数は84、 85年の90万台を
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経てその後いったん70万前半に減少 し、現在はほぼ80万であり、もとの生産大隊が村民委員会

によこすべりしたことは、この数字からも明かである。とすると生産隊が解体 したとき、土地

所有はいったいどうなったのであろうか。土地管理法では集体所有の主体は、農業集体経済組

織または村民委員会であり、村内に二つ以上の農業集体経済組織があるばあいにはその各々の

経済組織である、と定めていた。さきの小林氏によれば、この集体経済組織は、村単位が51%、

村民小組 (旧生産隊に該当)が41%である。「集団経済組織が置かれているのは、村 レベルと

小組 レベルがそれぞれ半々くらいである。土地と資産がどの単位に帰属 しているかが、どの レ

ベルに置 くかをきめる主要な決め手になるという」① ことを考慮すると、ざっとみて もとの生

産隊の半分では生産隊の所有地がもとの生産大隊のレベルすなわち村 レベルに引き上げられた

ことになろう。しかしさらに村の政社合一、党支部支配の管理機構を考えれば、あるいは実質

的にはほとんどすべての土地の所有単位が村 レベルに引き上げられたのではなかろうか。人民

公社の集団労働から家族ごとの分割労働への大転換と、30戸規模の小集団所有からほぼ10倍 の

280戸 の村民委員会所有への転換が1980年代の前半に相次いで起 こったこと、前者が中国経済

の躍進を支えた原動力として大きな注目を集めているのに、後者がその実態さえよくわか らな

いこと、この対照は一見奇異な印象をあたえている。これは中国小経営農業の蘇生には農民の

独立 した労働、独立 した経営が不可欠であるが、土地所有はさしあたり無視しうることを実証

するものであろう。生産隊が解体、動揺 したことは土地の集団所有制の解体の危機をも意味 し

ていた。この危機に際 して、共産党組織の存在する行政村が集団所有単位として登場 したこと

が、中国社会主義をソ連邦の道から救ったものと思われる。

「人民公社の所有制は、生産隊を基礎とする三級所有制、すなわち生産隊、生産大隊、人民

公社がそれぞれ土地をはじめとする共有財産を所有するものとされている。ところが土地 (そ

れに社隊企業も)を どのレベルで所有するかという点については終始あいまいなままで実際に

も一定 していなかった。とくに集団農業の解体後生産隊が瓦解 したところでは、土地の所有権

が生産隊から大隊に移ってしまったところがある。集団所有は名ばかりで、実態は隠蔽された

土地国有ではないのか。ある論者はそう指摘 している。だとすれば農民に土地を管理する自主

権がないのも不思議ではない。」00

所有主体と地縁的行政単位が一体であること、個々の農民の分割所有権を認めない形式の共

有、これは戸籍制度とあいまって、個々の農民が生まれながらにしてある特定の土地に結合 し

ていることをしめしている。これは将来生まれてくる人間、結婚などを機に村に入って くる人

間に対 して、個々の家族内の請負地で処理するのではなく、村全体の土地を改めて再分配する

という点にもあらわれている。253村の調査では、承包地の調整を行った村が65。 2%、 調整 した

村のうち人口変化を原因の首位としたのが70-80%で ある。“
つ土地の承包期間を15年 0)以上 と

することと、人口変化に応 じてたえず承包地の調整を行うこととを両立するのは困難であろう。

農村人口の増加につれて承包地の零細化がさらに一層進行する可能性が強いと思われる。この

ような個々の農民にとって持ち分権の不明瞭な共同所有制は、人民公社 0生産隊の解体にさい

して土地をいったん農民に返却 したあとで、あらためて共同化 したのではなく、農民には単に

承包地をわりつけただけで、生産大隊の看板を村民委員会に塗りかえたにすぎないことに由来

している。人民公社の政社合―が農民にとってもっとも関係の深い基層 レベルで残存 したこと

は、そのコミューン的理念をも残存させたのである。
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υ)大土地所有 0分散 0零細経営について。

今日の家庭聯産承包責任制のもとで、農家一戸あたりの承包地は0.61ヘ クタール (9。2畝)で
あり、この耕地が平均 9カ 所に分かれているといわれる。この数字は土地改革後の一戸平均

14.26畝 の所有=経営地よりもさらに零細なものである。しかしながら、これを単純な、あるい

は宿命的な人口と耕地面積との関係に還元するまえに、この歴史的 0社会的性格を考えてみた

い。家庭聯産承包責任制への移行に際して、承包地の徹底的な均分政策がとられたこと、これ

が現在の零細・ 分散 0錯圃制の直接の起源である。一戸当たりの耕地が更に細かく区分された

理由は土地の肥脊 0水利 0遠近等の点でも平等な配分を実現するためであった。これは土地改

革の「平分土地」の経験を思い出させる。中国共産党は土地改革の時には平均分配が「小ブル

ジョワ的急進主義」「極左路線」だとして批判 し闘ったのに、なぜ今回はそうしなっかたので

あろうか。実践が決定的であった。過去にはそれが農村に混乱をもたらしたのに、現在は安定

をもたらしたからである。報告者は土地改革時の均分要求が「封建的」地主制を革命的に一掃

するという「小ブルジョヮ」的起源にではなく、貧困な農民の富の再分配要求を土台としてい

たと考えている。では今回の均分要求の性格とは何であろうか。何道峰氏は次のように述べて

いる。「土地承包以平均分配使用、受益権為特征、無論在按人口平均分田還是在好壊地的搭配

方面、都顕示了平均地権原則的色彩。而低収入的村比高収入的村更強調地権的平均」
C30)。

農外

収入の機会がある村に比べてその機会に乏 しい低生産力、純農村地帯ほど土地均分にこだわ ら

ぎるをえないのはよくわかる話である。しかし均分は全農村に普遍的であり、小商品生産の発

展度、農村工業化の発展度に逆比例 しているわけではない。同氏は農民にとって土地が「生存

和社会保障的基本条件」をもっていることに注目しながらも、この保障機能の相対的に低くなっ

ている高収入村のほうが、逆に土地移動により多 くの規制を設けていることの理解に苦 しみ、

「出現了一種制度錯位」と説明している。の
。

小土地所有制を創出した1952年までの土地改革に対 して、30年後に小経営を復活させた今回

の土地改革の均分要求は、正 しくレーニンの用語法に従って「小ブルジョヮ」的本質をもつ も

のであり、高収入村落ほどよりその経営地への欲求を強めるものと思われる。80年代にはいっ

てはじめて、小経営の中国農業は労働生産性をも追求 しはじめており (41p、 ゃっと本格的に小

商品生産段階に入り、近代的小経営への展望をもつことが客観的には可能な段階に到達 したと

思われる。すでに小経営農業の発展にとってマイナスに転化 している村民委員会の大土地所有、

穀物生産の強制、労働力の自由な移動を抑制する戸籍制度等々の政策的、制度的要因について

は、報告の準備ができなかった。

注

(1)劉耀氏は「近代中国農民階級属性問題」 (『近代史研究』1984-4)の なかで、「近代中国

農民的階級属性是封建社会里的農民 (実際上是農奴)、 還是半殖民地半封建社会里的農村小

資産階級、或者説是農村無産階級 ?」 (3頁 )と いう間に対 して、新 0旧二つの民主主義革命

期とも中国史学界では統一的認識がない、と指摘 している。劉耀氏自身は小ブルジョヮ説の

立場をとっている。

0)小商品生産、清末小商品生産段階説についての吉田の見解は「 日本における中国近現代経

済史研究の動向 (I)農業を中心として (「新しい歴史学のために」170号 1983年 )を参照。
(0 中村哲『奴隷制・農奴制の理論』東京大学出版会 1977年  42頁
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(4)中村哲『近代世界史像の再構成』青木書店 1991年 183頁 、『近代東亜経済発展和世界

市場』商務印書館 1994年  156頁

傷)同上184頁

(6)同上184頁

(7)中村哲編『東アジア資本主義の形成』青木書店 1994年 所収

(8)『近代史研究』1984年 3期  111頁

0)「彼 らは………歴史的見通 しの誤りをおかしている。彼 らは理論的な点では一般に正 しい

立場に立っているが、………一九〇三年のわれわれの「切取地」綱領の誤 りをくりかえ して

いるのである。この後者の誤りの根源は、われわれが発展の方向を正 しく規定 しなが らも、

発展の時期を正 しく規定 しなかったことにあった。われわれは、ロシアではすでに資本主義

的農業の諸要素が完全に形成されていること、それは地主経営 (………)に も形成されてい

るし、農民経営にも形成されていることを前提 した。この農民経営は強力な農民ブルジョワ

ジーを分離 したので、そのため「農民的農業革命」の能力がないように見えたのである。………

ロシア農業における資本主義的発展の程度を過大に評価 したことがそれを生みだしたのであ

る。」大月書店 国民文庫 163頁

〔0 林一舟「民主主義革命期における農民問題」『中国革命における農民問題』北京外文出版

社 1965年  所収 6頁

色D a、 江南については、足立啓二「清～民国期における農業経営の発展」中国史研究会編

『中国史像の再構成』文理閣 1983年 所収。 b、 華北については吉田「二〇世紀前半華北

穀作地帯における農民層分解の動向」『東洋史研究』45-1 1986年 参照。

10 小竹一彰『国共内戦初期の土地改革における大衆運動』アジア政経学会 1983年  104頁

QЭ  「中央人民政府政務院関於劃分農村階級成分的決定」『土地改革重要文献彙集』人民出版

社 1951年  38頁

ω 同上39頁

〔D 同上39頁

10 同上45頁

αつ 『建国以来重要文献選編』中央文献出版社 第 1冊 1992年  2頁
081「新民主主義政権からの保護と社会主義的国家経済の指導によって、その大多数は、なが

らく安定 した中農としての地位を保持することができるし、激烈な階級分化 (0……・0)に よつ

て大多数の農民が窮乏化するという状態はおこらない」 沈志遠『新民主主義経済論』青木

書店 1952年  81頁 原典は『新経済学大綱』解放版 1949年

19 楊易「対我国過渡時期経済法則問題的了解」『学習 関於我国過渡時期的経済法則問題討

論専輯』1954年 所収 9頁

20 魯南「関於社会主義基本経済法則在我国過渡時期的作用問題」同上28頁。

|⇒ 王学文「関干経済法則的幾個問題的答覆」『経済研究』1955-1 30頁、同「再談我国過渡

時期的経済法則問題」『学習』1954年第11期 41頁、同「関於個体経済及初級農業合作社経

済的規律問題」経済研究編輯部編輯『関於我国過渡時期的経済規律問題討論専輯』 科学出

版社 1956年  所収 69頁他

12 関夢覚「関於我国過渡時期小農経済的性質及其経済規律問題」同上『関於我国過渡時期的

経済規律問題討論専輯』所収 81-2頁、89頁
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20 「有関個体経済和個体経済規律的諸問題」『関於我国過渡時期的経済規律問題討論専輯』

所収 55頁

|り 工学文「再談我国過渡時期的経済法則問題」『学習』1954年第11期  41頁 。なお最初の文

章とは「中国新民主主義的幾個経済法則」 (『新建設』1953年第10期 )である。

クう  とヒ2095アヨ

10 中国社会科学出版社 201頁

|つ 吉田「中国農業集団化論の再検討」注Oa所収

20 『経済研究』1955年第一期 45頁

29 中華人民共和国土地管理法第八条 『中国改革全書 土地制度改革巻』大連出版社 1992
年 149頁

00 小林弘二「人民公社の解体と農村の再編成 (I)」 『 アジア経済』31-9 15頁

00 『中国統計年鑑 1994年版』中国統計出版社。なお同書11-1表「農村基層組織状況」は省

略する。

00 厳善平『現代中国農村の社会と経済』アジア政経学会 1992年  9、 13～ 14、 16頁

00 注0017頁

00 『中国農業年鑑 1980年』農業出版社 5-6頁

0う  とヒ0017藤罫

00 小林弘二「人民公社の解体と農村の再編成 (Ⅱ )」 『 アジア経済』31-10 24頁

00 何道峰「村級農地制度的変革」『 中国農村土地制度的変革』北京大学出版社 1993年  39
頁

00 現在はこの期間は30年に延長されている。シンポジウム後御指摘いただいた。

09 注0つ37頁

401 同上44頁

れ0 陣希爆「中国的農業発展 ;過去、現在与未来」『 20世紀90年代中国農業発展論壇』中国人

民大学出版社 所収 25頁 なお図 2「中国大陸与台湾之農業発展途経」は省略する。

第二部

I 土地改革における階級区分についての補充

(1)ロ シア革命における土地改革

中国土地改革の一般的な理論的前提がレーニンの『 ロシアにおける資本主義の発展』による

農民層のブルジョヮ的両極分解論と、その発展である『 1905,7年 のロシア第一革命における社

会民主党の農業綱領』、『民主主義革命における社会民主党の二つの戦術』のいわゆる二つの

道の理論に依拠 していることはいまさら言うまでもないことである。しかし中国の土地改革理

論がこれをどのように修正 し発展させたのかということについては、あまり検討されていない

ように思われる。
0『二つの戦術』ではロシアが当面 しているブルジョヮ革命では地主的・ 大 ブ

ルジョヮ的要素の優勢な革命と農民的 0プ ロレタリア的要素の優勢な革命との二つの可能性が

あること、この後者の革命の成功は徹底的な民主主義的変革とプロレタリアと農民の革命的民
主主義的独裁をもたらすことが主張されている。この二つのブルジョヮ革命は『農業綱領』で

は資本主義発展のプロシャ型の道とアメリカ型の道との対抗として展開され、前者は「農奴制
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が封建領主一地主―ユンケルの土地の上で、債務奴隷制と資本主義的搾取とに成長転化するこ

とである。第二の場合には、基本的な背景は、家父長的農民がブルジョワ的農業企業家に成長

転化することである。」
②プロレタリアー トのヘゲモニーと労農同盟によって後者のブルジョワ

革命を実現するとともに、ひきつづき革命を社会主義革命へと転換すること、これが周知のレー

ニンのロシア革命の見通 しであった。

ここでは中国土地改革との関連において以下の点に注目しておきたい。まず第一にそれはブ

ルジョワ革命とプロレタリア革命との二段階連続革命論であったことである。プロレタリアの

ヘゲモニーによって、二つの革命は接合されているけれども、本質的には二段階革命論である。

第二にそれゆえ労農同盟は二つの革命に対応 して全農民との同盟と貧農との同盟の二種類必要

となることである。「プロレタリアー トは、実力で専制の抵抗を押 しつぶし、ブルジョワジー

の動揺性がはたらく余地のないようにするために、農民大衆を味方に引きつけて民主主義的変

革は最後まで遂行しなければならない。プロレタリアートは、実力でブルジョワジーの抵抗を

打破 し、農民と小ブルジョワジーの動揺性がはたらく余地のないようにするために、半プロレ

タリア分子の大衆を味方に引きつけて社会主義的変革をやりとげなければならない。」
③ただ し

このことは機械的に二つの同盟が二つの革命段階に配分されているわけではなく、ブルジョワ

革命段階においてこの二つの同盟が二重に組織されることは言うまでもない。

中国との関係でなおもう一つ注目すべき点がある。それは現実のロシア革命がレーニンのこ

の理論通 りには進行 しなかったということである。一九一七年の二月革命でロマノフ王朝はあっ

けなく崩壊 し、ブルジョワジーの支配する臨時政府が成立 した。ブルジョワ的土地変革なしに

農奴制的遺制をひきずったままででブルジョワ革命が勝利 したのである。地方では農民たちが

地主の土地を奪取する農民的土地革命が始まり、臨時政府と農民との対立は激化する様相を呈

していた。レーニンはこれをプロレタリア革命段階が始まったものと判断し、ブルジョワ革命

路線を十月革命へ向けて権力奪取の方向へと転換 した。この時点で農民的土地革命はブルジョ

ワ革命の主要な内容であるという位置づけからプロレタリア革命の一環へとかわった。また農

民運動に対 して社会革命党が影響力をもっていたために1917年 10月 26日 にだされた労働者 0兵

士代表ソヴェト第二回全ロシア大会の「土地についての布告」と「土地についての農民要望書」

は彼らによって作成されたものであった。「土地貴族の土地所有は「いっさい無償で、ただち

に廃止される」むねが宣言され、農民代表会議の決議尋 民委託書一―に表されていたよう

な農民の最 も急進的な要求をもとにエス・ エル系の組織が準備 した、均等主義による農業改革

の基準が採用された」のである0。 労働者と農民の革命的民主主義的独裁による農村で最 も徹

底的に資本主義を発展させる道、両極分解を急速に展開するはずであった土地国有は実現せず、

「農民は圧倒的に「中」農化 した。しかも困ったことに、農村が全般的に貧困化するという情

勢のなかでそうなったのである」
D。

(a 中国土地改革における二つの労農同盟

1949年の中国革命の場合にはロシア革命との関係で言えば、プロレタリアのヘゲモニーのも

とに政治的には社会主義革命 (プ ロレタリアー トの権力獲得)と 経済的には農村のブルジョワ

的変革 (農村の旧体制の打倒と農民的土地所有の実現)と を結合させたものであった。この点

では実践的にはロシアの二月革命から十月革命への経験をひきついでいる。少し以前に日本で

展開された中国革命の性格の転化についての論争は革命の段階、任務、権力の整合性の理解の

仕方を軸としていた。
°この論争が難解なものとなった理由の一つは革命の客観的に負っている
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任務と権力の性格とは一致するはずだという前提自体にあったと思われる。しかし近代的土地

改革には種々の形態、段階があること、資本主義が解決できなかった農業問題を社会主義が集

団化によって最終的に解決するのだという楽観的な見通 しが消滅 した現在の時点では、革命 と

土地改革とは本来分離できるものだという視点に立って過去の歴史をふりかえってみることが

できよう。中国革命は権力の移行の点ではやはリー段階革命であり、民主主義的変革を実現し、

「社会主義」をめざしたという任務の点では二段階の過程をもっていたと考えられる。

いわゆる土地改革の総路線「貧農に依拠 し、中農と団結 し、段どりを追って、区別をつけて

封建的搾取制度を一掃 し、農業生産を発展させる」ことが、この政策の内部に相互に矛盾する

要因をもっていたことについて筆者は先に考察 したことがある。ここでは労農同盟の視点か ら

貧農に依拠することと中農と団結することについて考えてみたい。まずこの両句の主語につい

てである。貧農に依拠するのはいったい誰であろうか。この総路線全体の主体は抽象的には中

国人民全体、よリー歩具体化すれば労働者階級 (そ の前衛の中国共産党)、 もう一歩具体的に

は土地改革に派遣された工作人員であろうから、貧農に依拠し、中農と団結するのは以上の人々

をさすことになる。しかしまた農民を決起させ下から農民の主体的な運動として土地改革を実

践 した経緯からすれば、この主語はやや抽象的ではあるが、あるいは農民の立場か らみれば、

農民自体を指すものとも解釈できる。これは決 して言葉の遊びではなく、中農と団結す るのが

貧農であるという微妙な解釈を生むからである。貧農が土地改革の主力であるという表現 は当

時から現在まで一貫 して使われている。農村人口の七割を占める貧農が自ら立ち上がり、三割

を占める中農と団結 して地主を (時 には富農も)孤立化させ土地改革を勝利に導 くというのが

不動の通説である。このような理解が中国共産党内に及ぼした影響についての一例を紹介 して

おきたい。1951年4月 の「中国共産党第一次全国組織工作会議の党の基層組織を整頓すること

に関する決議」のなかで、「中国革命は過去には都市のプロレタリアー トと農村の半プロレタ

リアー トが領導 した」
0と 述べられていたるこの叙述にたいし同年七月の中共中央の解釈は基

本的にはそれを承認 し、ただ農村の半プロレタリアー トは貧農を意味するから、農村のプロレ

タリア (工人)と 雇農とを表現する農村のプロレタリアー トという言葉をを追加すべきだとし

た。「都市と農村のプロンタリアー トと半プロレタリアー トは共産党を通 じて革命闘争に対す

る領導を実現 した」
0。 しかし同年12月 になって中共中央は「中共中央の中国革命の領導階級問

題に関する修正指示」のなかでこれを全面的に否定 し、「中国革命の領導問題については、過

去であろうと今後であろうと、均 しくただプロレタリアー トだけが (そ の前衛である中国共産

党を通 じて)領導するいうことができ、再び半プロレタリアー トを含めてはならない」
mと し

たのである。見方によってはひどく単純なこの理論問題の処理のために中共中央が全国的土地

改革の最終段階において半年以上を費やしたことを覚えておこう。

本稿では、貧農が中農と同盟するのではなく、中国プロレタリアー トが貧農に依拠 し (貧農

と同盟 し)、 さらに中農と同盟するところの二重の労農同盟という解釈をとりたい。さらに言

えば、中農との同盟とは農村の人口に占める割合とは異なる次元で本質的には全農民との同盟

を意味すると考える。これはロシア革命の理論との関連性からしても妥当な解釈であろう。ま

た農村における革命、ブルジョヮ的土地変革の理論に全農民との同盟を表す言葉がないという

ことは考えにくい。貧農との同盟はブルジョヮ革命期には中農の動揺性を抑え革命を徹底的に

進める役割を果たすプロレタリアー トの最 も信頼できる同盟であるけれども、これが全農民 と

の同盟を代行できないのは自明である。レーニンしろ中共にしろ貧農、半プロレタリアー トと
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の同盟はブルジョワ革命期にはなお運動の未来を表わす社会主義的性格のものなのである。い

ずれにしろ、中国土地改革の総路線には全農民との同盟を明示的、積極的に表す概念が欠如 し

ていたことは明かである。農民を全体として小ブルジョワととらえるよりも、その70%が半プ

ロレタリアー トの貧農であり、社会主義をめざす同盟者だ、と考える傾向の一起源はここにも

あったといえよう。また二重の同盟関係はある一時点をとれば、貧農の利害をより重視すれば

富農をも含む全農民との同盟をきずつけることになり、農民全体の利害にウエイ トをおけばプ

ロレタリアー トの階級性、独自性を失うことになり、という非常に微妙なバランスの上にたつ

こととなった。左右両翼の偏向との絶えざる闘争という中共の特殊な性格 もここに由来するか

もしれない。しかし、今日の時点から見れば、一切の土地改革の理論の土台となった
'『

発展』

の農民層の両極分解論自体が普遍的なものではないのであるから (筆者は中農化論に立って立

論 している)、 貧農の半プロレタリア的性格自体も権力奪取の政治的変革期はともかく、農業、

土地改革の長期的展望に組み込めるような性格のものではない。1949年以後の中国農村 はこれ

こそ革命の最大の成果であるが、ロシア革命後と同様にほぼ中農化 し、農民は小商品生産者 と

しては小ブルジョワであるけれども、分解して大量の農村ブルジョワジーを生み出す恐れはな

く、同じことだが革命的な貧農を分泌することもなかったのである。1953年からほぼ30年にわ

たる中国農村の「社会主義をめざす階級闘争」はこの意味では本来存在 しない階級の敵を人為

亀ヾ政策的につくりだしたのだ、という感を否めないのである。

なお第一部で指摘 した土地改革法における階級区分の微妙な修正は、例えば一部の富農を

地主範疇に入れ、逆に一部の地主を富農に入れるという操作は、階級区分論としてはおか しな

ものではあるが、農民の生活実感に適合 しているという点では評価されるべきである。問題 は

むしろ逆に、なぜ階級区分の正 しい理論が農民の生活実感から乖離 していたのかということに

ある。この操作の中心は誰もが自ら働 くのに必要な規模の土地を所有すべきだ、ということに

あるようにみえる。たとえ雇用労働にのみ依拠する真の富農でもその経営面積が自己の直接的

農耕労働を不必要にするほど大きくなれば地主とみなすのである。これは農民の自然発生的な

勤労原理への妥協であり、ロシア革命の時と基本的には同じ現象の再来である。土地改革で実

際に勝利 したのは、理論ではなくて小経営農民の本来的欲求であった。むしろ不十分な理論を

実践によって修正する能力を発揮できるような体制を当時の中共がつくりあげたことのほうを

今日評価すべきであろう。

Ⅱ 現在の農村経済体制について

(1)現在の土地所有の主体についての形式的、制度的側面について

第一部注20の『中華人民共和国土地管理法第八条』の条文にたいする『中華人民共和国法律

集注』の注釈は大要以下のとうりであるm。 この第八条は集体土地所有権の三種の主体を規定

している。第一種は「村農民集体」である。人民公社時期に生産大隊を基本核算単位 としてい

た村では、その土地は「村農民集体」に属 し、村農業生産合作社が健全であればその経営、管

理により、村農業生産合作社が不健全であれば村民委員会の経営、管理に属する。第二種の主

体は郷 (鎮)農民である。これにはさらに二つのケースがあり、一つは人民公社を基本核算単

位としていた郷または鎮の土地である。もう一つは公社もしくは郷鎮の農場、林場、牧場、漁

場、工業企業等の使用するところの既に郷 (鎮)農民集体経済組織の所有に属する土地である。

第二種の主体は条文の後半で規定されているところの、これが問題なのであるが、村内の農業
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集体経済組織を組成している農民集体である。これは以前生産隊を基本核算単位としていた村

の土地で、なお生産隊を組成している場合の農民集体所有である。政社分開の進行中に、ほぼ

2/3の生産隊が解散したが、その財産は村レベルの農業集体経済組織か村民委員会が代わって

管理した。しかし、この2/3の もとの生産隊の帳簿はなお存在しており、依然として別々に核

算、管理されており、大多数の所ではなお原来の生産隊に相当するレベルの農業集体組織が基

本核算単位であった。土地に関する一切の事項、例えば、土地承包等は依然としてもとの生産

隊を単位としてすすめられていたのでぁる。1986年 4月 に公布された「中華人民共和国民法通

則」第七十四条では、第一種の村農民集体と第二種の郷鎮農民集体の二つしか定められていなっ

かったため農民の間に不安や動揺を引き起こす恐れがあり (生産隊を基本核算単位としていた

村での生産隊間の土地の面積、肥沃度等の不均等に起因する承包地争奪の可能性)、 「土地管

理法」の制定に際してこの第二種のすなわち生産隊レベルの集体所有権が追加されたのである。

以上の『中華人民共和国法律集注』のたいへんはぎれのよい説明は、じつは1986年 6月 27日

の『土地管理法』が全文掲載された『人民日報』の翌日の版で、人民日報記者の質問に答えた

全国人大常務委員会法制委員会の責任者の回答に依拠したものである。そこでは、「現在多 く

の農村の土地は実際上なお生産隊の所有に帰しており、農民の承包地は生産隊より分配されて

おり、国家が建設のために徴用する土地も生産隊を被徴用単位としており、建設単位から生産

隊に対して補償費と「安置補助費」 (代替地等の移転のための諸費用)を支払っている。動揺

を引き起こさないために、すでに生産隊に属している土地は継続して生産隊の農民集体所有に

属することを明らかにする必要がある。それ故本法は民法通則の規定に対して補充をした」と

述べられている。以上の説明に依拠して、本稿第一部の実質的には全ての村での行政村 レベル

ヘの土地所有単位の引き上げという推測をひとまず撤回する。しかしなお、よくわからない部

分が残っている。『集注』の言うように2/3の生産隊が消滅したということはこの生産隊規模
に該当する集体経済組織が存在していないということであり、それではいったいどのような団

体が、法的・形式的にも、経済的・実質的にも生産隊レベル (ほぼ自然村に該当)の土地の集

体的所有権を担うことになるのか、ということである。『集注』の解説からは、形式的組織は

不在のまま実質的には旧生産隊の帳簿を管理している村民委員会が土地承包等の実務を「代行」
している、ととりあえず解されよう。

土地管理法は1987年 1月 1日 に施行されたのだが、この翌年88年 6月 1日 から『 中華人民共

和国村民委員会組織法 (試行)』 が施行されている。もっとも村民委員会自身は人民公社の解

体、郷人民政府の建立と同時併行にその下に設置され、1986年末には86.6万 個の村民委員会が

すでに組織されていたのである。この第十五条に、「村民委員会は若干の村民小組を分設する

ことができ、小組長は村民小組会議の推選による。」とある。先の『集注』によれば、この村

民小組は「村民の居住状況とつながりの程度、歴史的習慣によって決められる。例えば、一つ

の自然村を範囲として設立された村民委員会では、村民小組は村内を分割して設立してもよく、
いくつかの自然村から構成された村民委員会では、一つの自然村で村民小組を設立してもよい。
小組長の「推選」とは、村民小組村民の投票か、話し合いのいずれかである。」と、説明して
いる。

この村民小組は第一部で依拠した見解のごとく、規模からいっても、歴史的経過からしても

もとの生産隊にほぼ該当しており、1985年前後に一挙に解体した生産隊は一、二年のずれはあ

るが、村民委員会の下部機構として復活したのであろう。ただし、生産隊は人民公社の政社合
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―の基層組織として政治と経済、社会等の一体化 した共同団体であったが、村民小組は郷人民

政府一村民委員会―村民小組という一連の行政的機構の一部分である。ただし、村民委員会の

機能には法的規定があるけれども、村民小組には第十五条以外にはなんら規定がない。そして

この行政機構の末端の無規定的村民小組が再び村内の土地の集体的所有者として登場 したので

ある。『土地管理法』にいう村内に二つ以上の「農業集体経済組織」がある場合、すなわちも

との生産隊所有の場合には、実際には経済組織ではない村民小組がこの役割を担っていること

になろう。しかし、土地の集体的所有団体に対 して、その存在についても権利、義務につて も

まったく明文の規定がない、ということは驚 くべき事実である。『土地管理法』 (1988年 12月

に修正)でいう「農業集体経済組織」が、『村民委員会組織法 (試行)』 での「村民小組」で

あるとは条文の上では明らかではなく、さらに『民法通則』では村民小組の存在 もそれが集体

所有の主体であることも依然として条文上では認められてさえいないのである。むしろ、『民

法通則』制定時には本稿第一部で推測 したように、村民委員会レベルヘの所有単位の引き上げ

が意図された可能性すら否定できないのではなかろうか。

しかし、視点をかえて、もし土地所有の主体となる「農業集体経済組織」が存在するとすれ

ば、小農的土地所有が認められていない以上、村民小組の全部の農民がこの組織に強制的に加

入 しなければならず、結果としてそれは村民小組と一致 してしまわざるをえない。あるいは村

民小組以外に土地所有の主体となるような強制加入の経済団体を別につくることはまらたくの

無駄であろう。これはさらに上級の村民委員会でも村民小組を持たない場合には同様であろう。

批判的もしくは分析的研究の多くが、看板は二つまたは三つだが家 (母体)は ひとつという第

一部で述べたところの現状に対 して、村 (村民委員会)の共産党支部の事実上の独裁にその原

因を求めているが、別に共産党支部がなくても、同じ現象がおきよう。この真の原因は土地の

集体的所有の中国的、人民公社的特質それ自体である。農民的土地所有を前提にしない共同所

有、分離脱退の可能性のない共同組織、理想的な共同社会への接近形態として考え出された人

民公社のコミューン原理こそがこの現実の真の犯人である。この点で、『土地管理法』第八条

の冒頭の「集体所有の土地は法律に照らして村の農民の集体所有に属す」の法律とは何かに対

する『集注』の解釈には問題があろう。集注はこの法律を、『土地改革法』、『初級農業生産

合作社示範章程』、『高級農業生産合作社示範章程』とし、「土地所有権を取得 した農民が高

級農業生産合作社に加入 した後、私有の土地は集体所有の土地となった」と述べている。この

三つの法規は人民公社設立時にすべて効力をなくしたものであり (法的にどのような手続 きが

とられたのか、とられなかったのかは知 らないが)、 人民公社が解消されればそれ以前のもの

が単純に復活すると解釈できるのであろうか。もし『土地改革法』がいまなお有効であれば、

村民小組であれ、村民委員会であれ、郷 レベルの経済組織であれ、すべて農民的土地所有を認

めていないのであるから、違法であるということにならないのであろうか。初級社及び高級社

では、社員の脱退の自由を認め、退社のさいの土地等の返還についてもそれぞれ第十五条、第

十一条で明らかに定めていたのである。現在の土地の村民集体所有制には『土地管理法』自身

を除いては確かな法的根拠はないとみるべきであろう。もしそうだとすれば第八条冒頭の文章

の『集注』の解釈は成立せず、条文自体解釈不能なものとなろう。そもそも『土地管理法』自

体が、農村の政治、経済制度全体の変化の完了後にできあがつた現実にあわせて制定されたも

のであり、『村民委員会委員会組織法』にいたつてはいまだに「試行」の文字がはずされてい

ないのである。
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(a 集体的土地所有に関する経済的、実質的側面について

実際の農民への土地の割り付けが、村民小組でおこなうのか、村民委員会でおこなうのかは、

なおはっきりしない部分があるように思われる。例えば、承包地の過零細化を解決する切り札

として試行されている両田制の場合には耕地はすべての農民に均等に配分される自家食料用の

回糧田と中核農家 (「種田能手」)に請け負わせる責任田とに分割されるのであるが、この分

割の主体は村民小組ではなく、村民委員会もしくは郷レベルではないかと思われる。村民小組

がこの政策にたいする異議申し立ての権利を持っているとは考えられない。承包地の分配はい

わば集体的土地所有の権利の実現であるが (こ れが必ずしも農民に利益をもたらさない場合 も

含めて)、 納税、一定面積の穀物作付け、国家への穀物売却等の「義務」⑫と結合 しており、
この義務の農家への割り当ては郷人民政府、村民委員会の職掌であって、村民小組にはないと

思われる。この点でも第一部では村レベル (村民委員会)では政社合―の人民公社体制が取り

消されていないと述べたのであるが、村よりもう一級低い村民小組レベルでも、当然のことで

はあるが政社合―の体制は解消されていないのである。

なお村民委員会について上述の箇所ではこれを郷人民政府の下の行政機構としたけれども、

『中華人民共和国村民委員会組織法 (試行)』 の条文では、第一部でも言及 しているが、それ

は農民の自治組織であると規定されている。第二条は「村民委員会は村民の自己管理、自己教

育、自己奉仕 (「自己服務」)の基層の大衆的自治組織であり、本村の公共事務と公益事業を

処理し、云々」と述べている。郷人民政府との関係は第二条に「郷、民族郷、鎮の人民政府は

村民委員会の工作に対して指導、支持、援助を与える。村民委員会は郷、民族郷、鎮の人民政

府の工作の遂行に協力し、援助する」とされている。条文の上からは村民委員会は村民の自治

的組織であり郷人民政府は国家機構の最下層の機関であるから、この両者の関係は人民公社の

政社分離の原則に適合している。しかし、この自治が中国では無制限なものではないことは自

明である。この組織法が公布された二日後の1987年 12月 26日 の『人民日報』には「村民委員会

は四つの基本原則を堅持するという前提のもとに自治を実行し、国家の法律と政策の規定の範

囲内で自治を実行する」ものであるとして、自治の大枠を再確認している。さらに二日後の同

紙には「村委会組織法 (試行)誕生側記」が載っているが、この記事によれば「当面の郷政府
の委任事務が村民委員会の日常工作の60-80%を 占めており、このため村民委員会はなお基層

政権組織かまたはその派出機構の性質を帯びている」。この状況のもとで郷政府の村民委員会
に対する関係を「領導」とするか「指導」とするか、村民委員会の郷政府の工作に対する関係

を「協助」とするか、「任務の完成」とするかで全人大常務委員会内部で激しい対立があった

ことを伝えている。村民委員会を自治組織とすることに対する反対意見の一つは政府機関をた

だ郷鎮一級に設けるだけでは各項の工作を基層まで貫徹しがたいから、村民委員会を郷鎮政府
の派出機関とし、その任務も郷鎮政府の「領導」下で国家の政策、法令を執行するものとすべ

きだ、というものである。また別に中国近代史ではおなじみの「村民の自覚の程度、文化的素

質がなお自治の条件を具えるにいたっていない」という意見もみられた。同法から「 (試行)」

の文字が消えないのはこの反対意見の強さのせいかもしれない。

いずれにしろ、村民委員会は法的には村民の自治組織であるが、実質的には郷の出先機関で

あり、納税、国家への穀物売却、兵役、産児制限等の工作の任務を完成させなければならない

のである。現在の農村体制改革のボトルネックに基層幹部のレベルの低さ、集体所有や家庭聯

産承包責任制への違法な介入等を指摘する声が高い。これを共産党の一党制や中国文明の長い
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伝統と関連させて、この原因を法律よりは人間関係を重視する「人治」にあると考え、かわっ

て近代的「法治」を導入すべきだ、というのが日本での=般的理解である。しかし、農村でこ

の「人治」を継続させているのは、逆に「法」、体制そのものである。

1980年代末の数字では、村党支部は73.2万個、村民委員会は97万個、村団支部は109万個、村

婦代会は77.1万個である・ 。村の党、村民委員会、集体経済組織等の構成員は例えば「蘇南モデ

ル地域では、村長はたいてい党支部の副書記を兼務しているという。………書記、村長と総会

計等三～五人が脱産幹部とされているほか、残りの人は郷陳企業の従業員とか、村民小組の組

長ないし農家の一般就業者によって兼任されている」m。 なおこの脱産幹部 らの給与は村の会

計から支出される。同じ蘇南の一事例では村幹部給与等支出金10。9%、 専任幹部給与等支出金

3.6%、 嘱託幹部給与等支出金7.2%、 あわせて21,7%、 42,000元が村の財政から支出されてい

るm。 この幹部の人件費が村の歳出に占める割合は、家計におけるエンゲル係数が収入と反比

例するのと似ており、中西部の後進地域にゆくほど高くなるものと思われる。村の党書記、村

長らは村民委員会が村民大衆の自治組織であることから村民の要求を代表 しなければならず、

また郷鎮を経由して下りてくるさまざまな政策を実行しなければならない。もちろん脱産幹部

ではない村民小組組長らは自己の経営の利益も追求しなければならないm。 自己と村と国家の

三者の利害が一致するという好運はめったにあるものではない。この本来不可能な役割を現在

の郷村体制のなかで基層の幹部達は担わされており、近代的な意味での公と私の区分の曖味な

中国社会の伝統的習慣を差し引いても、なお基層幹部のいわゆる汚職は避けがたい。国家の過

酷な産児制限政策を実行し、農民にとって納得しがたい税金 (と りわけ「難派」と「提留」)

を徴収し、市場価格より安値で穀物を買い取らねばならない義務を負いながら、同時に自分で

村財政を計画、執行し、自分自身にそこから給与を支払い、云々という体制のなかで、農民と

国家の両方から信頼される公正な人間でありつづけるられるとはとても思えないのである。少

なくともこのような人々が大量に存在するとは信じがたい。末端幹部の個人的資質よりもこの

ような体制こそが問題なのである。その核心は権力機構と大衆的、社会的団体とを法的、制度

的、人的に明確に区分せず、これは農村では農民組合にしろ農業共同組合にしろ、自立的中間

団体の形成を認めないということでもあるのだが、政治権力と民衆の接触する現場における、

基層の党員、幹部の個人的「作風」にこの二重性を解決させようとするところにある。

6)村の閉鎖性について

農民が都市戸籍へ移る場合には、承包地の分配を受ける権利を何等の対価なしに失うことも

上記のコミューン原理のあらわれである。通常の共同所有であれば、持ち分に応じた代償が支

払われるはずである。承包地を小作に出す場合には、これは耕作規模の拡大の方法として奨励

されているのだが、農民はその承包地の小作料を手にいれる場合が多い。ところが土地から完

全に分離する場合にはなぜ「承包地」該当部分の土地売却代金を取得できないのであろうか。

たしかに社会補償の視点からすれば、都市戸籍にはいれば仕事、住居、医療、安い穀物などの

供給を受ける権利を得ることができるのに対し、農村では村レベルでの生活困難戸に対する全

額村内農民の自己負担にもとづく支給を除いては、承包地が社会補償の全てであり、そしてこ

の承包地には種々の義務が附加されているのであるから、都市戸籍への移行はそれ自体で十二

分に恵まれたことなのである。しかし、この事実は農民による土地の集体的所有がまず第一に

彼が農民 (都市の市民ではない)であることを表す身分として機能していることを示している。

失礼な比喩ではあるが、このような所有と身分との関係は封建社会における農民の事実上の土
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地所有が、同時に彼が特定の領主に帰属することを示したのと似ている。集体的所有の経済的

実現は副次的側面であり、農村では土地所有は政治に従属している。ここから農民は一方では、

市場経済への移行にともなって小商品生産者として発達することを期待されているのだが、他

方では市場に自由な商品所有者として登場することが東縛されている、という解決しがたい矛

盾が発生している。「政府は不当にもなお農民が市場に出入りするのを制約している。………

政府は直接方式や行政手段によって市場を規制しており、農民が自主的に穀物市場に参入する

のを制限し、むりやり農民を農村に追い返し農業に従事させている」ω。なおまた、彼が特定の

村の農民として特定の集体所有に結合されていることが、村民小組と村民小組との対立 (村民

小組間の所得の不均衡は村全体の納税、支出等の点での不公平をうみだす)、 村と村との対立、

郷と郷との対立、県と県との対立、省と省との対立を発生させるさまざまな地方主義の根源で

あろう。「農村経済発達地区では郷鎮企業や農業部門に村外の労働者を受け入れているが、彼

らは村内の人と同様の権利を持たず、企業の経営陣に入れてもらえず、村内の公共事務に口を

出すこともできず、その収入も村内の同等の労働者より明らかに低くなっている。農村では自

然村や行政村を基礎として一個の外周の明晰な単位を構成し、この一単位は強烈な排他性を持っ

ているのである」m。 このため農村における閉鎖性は社会的分業、市場経済の順調な展開を阻

害するほどである。「同じ職業に従事しても単位が異なれば収入と社会的地位が異なり、これ

と反対に一単位の内部では異なる職業の間での収入と地位が比較的に近接 しているのであ

る」0°

。

第一部では、集体的土地所有の所有主体の曖昧さと共産党の中央集権的組織形態とから、本

質的には土地国有ではないかとする見解があることにふれたが、より正しくは土地公有制と考

えるべきであろう。もっとも「公有制」という用語は中国では国有、集体所有、単純な共有を

含むところの非個人的所有一般を意味するのであるが、ここではレーニンのいう「自治体社会

主義」の意味で使用したいШ。同一単位の単純な (政治的な・ 官僚制的な)集積構造、社会的

分業と近代的市場を媒介としないで結合された全体は、戦前に前近代中国社会の分析に使用さ

れたデユルケムの環節社会論を想起させる。この種の社会は政治的には単一な構造をとるため

に独裁的ではあるが、経済的には全く反対の分節的、「地方分権的」構造をもつのである。近

代化をめぐる中央と地方との直接的利害対立の深部にある制度的根源はこの隠蔽された土地公

有制にあるのではなかろうか。

第二部 注

(1)こ のような研究には例えば堀江英一、池田誠、尾崎芳治『市民革命の理論』有斐閣 1957

年がある。

(2)『社会民主党の農業綱領』大月書店 国民文庫 36頁

131『民主主義革命における社会民主党の二つの戦術』大月書店 国民文庫 123頁

に)GOボ ッファ著 坂井信義/大久保昭男訳『 ソ連邦史』第一巻 大月書店 1979年  63頁

(5)同上151頁

(6)拙稿「四九年論争の再燃によせて¬ 国土地改革の一前提一T」 『新 しい歴史学のため

に』第156号 1979年

(7)拙稿「近現代中国の土地変革J中村哲編『東アジア資本主義の形成』青木書店 1994年

(81『建国以来重要文献選編』第2冊 中央文献出版社 1992年  206頁
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(9 同上382頁

10 同上540頁

α〕 『中華人民共和国法律集注 (修訂本)』 法律出版社 1992年 1257頁

ta 陳吉元他編『中国農村社会変遷』山西経済出版社 1993年  641頁

031 第一部注⑬17-18頁

0 大島一二『中国における農村工業化の展開と農村経済 0社会の変容に関する研究』アジア

政経学会 1993年  78頁

〔う この三位一体的状況については注9 633頁  参照

αO 林国先「制度障碍与制度創新」『農業経済問題』1995年第5期 23頁。なおこの間の事情に

ついて池上彰英氏は以下のように述べている。食料生産量のうち5000万 トンが「契約買付と

呼ばれる事実上の義務供出部分 (農業税の現物徴収分も含む)である。農家はこの部分の食

糧を国有食糧企業 (も との政府食糧部門)に売り渡す義務があるが、残余の部分については

国有食糧企業に売り渡してもよいし、その他の流通業者に売り渡してもよいし、自分で自由

市場に持っていって販売してもよいとされる。ただし実際には、この部分の食糧についても、

年によって、あるいは地域によって、様々な条件が付けられ、国有食糧企業への販売を強制

されることも少なくない。」「中国の食糧流通 そのハード・ ソフト両面の難問」『 いま、

中国を知りたい』1995年『現代農業』増刊 96頁

帥 注CD628頁

00 同上

α9 レーニン『農業綱領』第四章第七節「土地公有化と自治体社会主義」参照


